
予防接種に係る費用負担の現状について  

平成22年7月7日  
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一類疾病  

ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、   二類疾病  

麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、  インフルエンザ   

結核、その他政令で定める疾病（痘そう）  

【目的】疾病の発生及びまん延を予防   【目的】個人の発病又はその重症化を防止し、併せ  

【対象疾病】ジフテリア、百日せき、   てこれによりそのまん延の予防に資する  

急性灰白髄炎、麻しん、風しん、   【対象疾病】インフルエンザ  

日本脳炎、破傷風、結核  
【努力規定】あり  

定期接種                    【救済給付】死亡一時金約4′300万円等   至芸歪軍管 最長1。年， 
【救済給付に係る費用負担】   【救済給付に係る費用負担】  

国1／2、都道府県1／4、市町村1／4   

〕  

国1／之、都道府県1／4、市町村1／4  

【実施主体】市町村   【実施主体】市町村  
【接種費用】市町村が支弁   【接種費用】市町村が支弁  

【実費徴収】可能（経済的困窮者を除く。）   【実費徴収】可能（経済的困窮者を除く。）   

【目的】まん延の予防上緊急の必要があると認めるとき  

【対象】一類疾病又は二類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもの  

【努力規定】あり  
【救済給付】死亡一時金約4′300万円  

臨時接種  

【実施主体】都道府県又は都道府県が指示した場合は市町村  

【接種費用】都道府県が実施した場合 ＝ 国、都道府県で2分の1ずつ負担  
市町村が実施した場合：国、都道府県、市町村で3分の1ずつ負担  
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予防接種法（抄）  

第21条 この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、市町  
村（第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村）の支弁と  
する。  
2（略）  

買．22条 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村  
の支弁する額（第六条第一項の規定による予防接種に係るものに限る。）の三分のこ  
を負担する。  
2（略）  

第23条 国庫は、政令の定めるところにより、第二十一条第一項の規定により都道  
府県の支弁する額及び前条第一項の規定により都道府県の負担する薙の二分の－  

を負担する。  
2（略）  

第24条 第三条第一項の規定による予防接種を行った者は、予防接種を受けた者  
又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただ  
し、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めると  
きはこの限りでない。  

予防接種法施行令（抄）   

（都道府県の負担）  

第三十一条 法第二十二条第一項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第  
二十一条第一項の規定により市町村が支弁する費用に？いて厚生労働大臣が定める基準  

によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額（その額が当該年度に  
おいて現に要した当該費用の鰻（その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の韓  
を控除するものとする。）を超えるときは、当該費用の額とする。）から当該年度において現に  
要した当該費用に係る法第二十四条の規定による徴収金の額（その額が厚生労働大臣が   

定める基準によって算定した額に満たないときは、当該基準によって算定した額とする。）を  
控除した額について行う。  

2（略）  

3 厚生労働大臣は、前二項に規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及   
び財務大臣と協議しなければならない。  
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予防接種法施行令（抄）   

（国庫の負担）  

第三十二条 法第二十三条第一項の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げ  
る額について行う。  
一  法第二十一条第一項の規定により都道府県が支弁する費用につい   

ては、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要す   
る経費の植（その額が当該年度において現に要した当該費用の額（その費用のための寄附   

金があるときは、その寄附金の縫を控除するものとする0）を超えるときは、当該費用の経と   
する。）有ら当該年度において現に要した当該費用に係る法貨二十四条の規定による徴収   
金の綾（その額が厚生労働大臣が定める基準によって算定した植に満たないときは、当該   
基準によって算定した額とする。）を控除した額  

二法第二十二条第一項の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度にお   
いて現に要した当該費用の額  

2 前条第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する0  

（実費）  

第三十三条 法第二十四条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇わ   
れた者に支払う経費をいう。  
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現行の予防接種法  

実施主体   
実費  

徴収   
負担割合   

実費徴収（翠）  

定期接種   
1  

市町村   
可  ■  

（自治事務）  （※）   地方（交付税で手当て）  

（※）一類定期接種については、実費徴収をしていない市町村も多い   

都道府県   巨 滑 t  都道府県  t  

臨時接種  又は  
不可   又は   

（法定受託事務）  都ニュ府県に指示  

を受けた市町村  l′を国＝こ≡怒l都道府県l市町村l   
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日本   米国   ドイツ   

・予防接種法に基づく定期の予防接種の  ・予防接種にかかる費用については、民間  ・9割のワクチンが民間で購入され、   

費用は、市町村の支弁であるが、実費を徴  の医療保険は多くの場合償還対象としてい   一 その9割ではワクチンの費用は公的   

収されることがある。   医療保険（StatUtOryinsurancepolicies）   

（ただし、低所得者を除く。低所得者の実費  により支払われ、   
減免部分は、国からの交付金で  対象でない場合、⊂DCの行う  〟 民間で購入される残りの1割のウク  

Vac⊂inefdrc柚dren（VFC）プログラムに参   テンの費用は補足的な民間医療保険  
・予防接種法に基づく臨時の予            加している州では、一定の範囲の子供   （suppEernentaryprivateinsurance   

全額公費による負担。   （Medicaid対象、無保険、加入している保  policies）で支払われる。   

険がワクチンをカバーしていない、先住民）  

については、A口Pが推奨する小児の定期    ・予防接種法に基づかない任意の予防接  ・無保険者（経済的困窮者、失業者等）は   
種については、全鑓自己負担。   接種用ワクチンを無料で入手できる。   社会保障制度により、ウクテンの責用が  

VFCは米国の小児の41％をカバー（購入  支払われる。  
量は全体の55二60％）、予算は約1′000億円  
相当（2003）  ・なお、2007年の制度改正後、STIKOの勧  

奨ワクチンは原則、各州で償還対象とす  
・なお、VFCに参加する登録医療櫓軌まVFC  

のワクチン接種に際し接種の手技料を徴  
収できるが、各州で上限額（S15程度）が定  

められている。   各州の保険医協会との交渉で決められ  
る。  
（およそ5．S2～8．98ユーロ。）   

（参照）  

・http：〟www．cd⊂．gOV／vaccfnes／spec－grPS／pret   

eens←adoVhe［pLPay．htm  

・http：／／www．cd⊂．gOV／vac⊂ines／programs／vfc／   

default．htm   

ワクチン産業ビジョン（平成19年3月、厚生   
労働省）参考資料編  

・http：／／www．cdc．gov／vaccine5／programs／vfc／   

PrOje⊂tS／faqs－docムtm軸dmfees  
・http：／／www．cd⊂．gOV／vac⊂ines／programs／vf⊂／f   

eeイedreg．htm  

（参照）  

・http：／／venice．⊂ineca．org／do⊂UmentS／germanyj   

P．Pdf  
・FreedG5．Vaccine25（ZOO7）6148，6157  

フランス   カナダ   英国   

，、小児の予防接種のB5％が民間医（GP、  ・各州がどのワクチン接種を無料とするか  ・定期接種にかかる費用は、すべて政府   
小児科医）により、15％が公的な母子保   どうか決める。ハイリスク者に限ってワク   が負担。   

健クリニッウ（MCH）で行われているが、  テン接種が無料のことがある。   
一公的なクリニックでは接種義務のある  
ワクチンについては無料。  
また、勧奨されているワクチンのうちい  

くつかも無料。  

一民間医では、ワクチン代の65％は疾  

病金庫より償還され、残りを自己負担又  
は民間による補足疾病保険により支払  
。  

（補足疾病保険は人口の80～85％を力  
バー）  

・なお、社会保障制度により、13歳以下の  

小児へのMMR予防接種と高齢者及び特  

定の慢性疾患患者へのインフルエンザ予  
防接種は無料。  

（参照）  

平成20年度厚生労働科学研究費補助金報  
告書「ワクチン開発における臨床評価ガイド  
ライン等の作成に関する研究」   

（参照）  （参照）  

・http：／／Ven盲ce．cineca．org／document5／franc  ・http：／／wv州．Phac－a5PC，gC．Ca／im／vs－SV／vsイ   

e＿盲p，Pdf  aq17－eng・Php  
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平成21年10月28日現在  

通常のインフルエンザの   新型インフルエンザの  

予防接種に係る自己負担   予防接種に係る自己負担   

・民間医療保険   ワクチン代二無料  
：保険内容による。   接種費用ニ  

・公的医療保険（高齢者のメディケア及び低  ・民間医療保険二保険内容による。  

アメリカ                 所得者のメディケイド）   一公的医療保険（高齢者のメディケア及び低所得者のメ  

：原則として無料   ディケイド）：無料とする予定。  

（＊）保健当局が実施する場合は無料の予定。   

65歳以上の者及び基礎疾患を有する者等は、  優先して接種すべき対象者（医療■福祉従事者、一定の  
イギリス  無料   基礎疾患を有する者、′妊婦等〉 は、無料。   

・65歳以上の者はワクチン代は無料、接種費  ワクチン代二無料  

用の3～4割は自己負担   睦種費用：無料  

（疾病金庫が負担）   ※財源：  

フランス                 ・一定の長期慢性疾患を有する者等は無料  ■ワクチン代こ国と疾病金庫で負担（保健省発表）  

（疾病金庫が負担）   ・接種費用；国と疾病金庫で負担。手妾種する医師の人件費  

の財源は不明。   

60歳以上の者、呼吸器等に慢性疾患等を有  無料  

する者、医療関係者等は、無料（疾病金庫が  ※財源：  

ドイツ            負担）   ・基本的には疾病金庫が負担  
・接種対象者が被保険者の5割を超えた場合は、超えた  

費用を州が負担（調整中）   

65歳以上の者、実施主体は市町村、接種費  ワクチン接種費用（ワクチン代を含む）は自己負担（経済  

用は市町村が支弁、実費徴収は可能（経済的  的困窮者には市町村が助成）  

′ 日本  困窮者を除く。）   ※財源：国1／2、都道府県1／4、市町村1／4  

【1回目接種時】3．600円【2回目接種時】2，550円  
ただし、1回目と異なる医療機関の場合は3，600円   

情報源：各大使館アタッシェより聞き取り調査  
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